
 
 判決年月日   平成22年11月10日  

 事 件 番 号  平成22年（ネ）10046号  

 担  
 当  
 部  

 知的財産高等裁判所 第４部  

１ 蒸気機関車を撮影した映像の著作権者に無断で当該映像を編集した放送番組を収

録したＤＶＤを販売した会社に対する著作権及び著作者人格権侵害に基づく損害賠償

請求訴訟において，著作権者に過失があるとまで認めることは困難であるとして，過失

相殺（１割）を認めた原判決の判断が否定された事例  

２ 著作権法１１４条３項による損害を算定するに当たり，映像の複製権侵害は，実際

に販売されたＤＶＤの枚数のみならず，納品された枚数において生じているものである

として，著作権者が受けるべき著作権料相当額につき，原判決を変更して，納品枚数に

ついて損害が算定された事例  

 

（関連条文）民法７０９条，著作権法１８条，１９条，２０条，２１条，１１２条，１１４

条 

 

本件は，世界各地の蒸気機関車（ＳＬ）を撮影した映像の著作権者であるＸ（控訴人）が，

Ｙ（被控訴人）において，Ｘに無断で当該映像を編集して作成した作品を収録したＤＶＤを

仕入れて販売したことにつき，Ｙに対し，①映像についての著作者人格権（同一性保持権）

の侵害を理由とする，著作権法１１２条に基づくＤＶＤの頒布等の差止め及び廃棄，②映像

についての著作権（複製権）及び著作者人格権（公表権，氏名表示権及び同一性保持権）の

侵害を理由とする，財産的損害４０００万円（主位的には，逸失利益相当額。予備的には，

著作権法１１４条３項に基づく損害額），精神的損害５００万円及び弁護士費用４５０万円，

以上合計４９５０万円及び遅延損害金の支払を求める事案である  

原判決は，ＤＶＤを作成する行為は，Ｘの著作権（複製権）及び著作者人格権（公表権，

氏名表示権及び同一性保持権）を侵害するものであり，ＤＶＤは，Ｙ店舗で販売する商品と

して企画・制作され，Ｙ名義のみが表示されて販売されていることからすると，Ｙにおいて

も，Ｘの著作権及び著作者人格権を侵害する行為を行ったものと認められるとして，著作権

法１１４条３項に基づく財産的損害２１０万５９２０円及び慰謝料１００万円の合計３１

０万５９２０円をＸの損害と認定した上，過失相殺としてＸの過失１割を減額した２７９万

５３２８円並びに弁護士費用２８万円の合計３０７万５３２８円及び遅延損害金の支払を

求める限度で金銭請求を認容し，ＤＶＤの頒布等の差止め等を求める請求を棄却したため，

Ｘが，原判決中，金銭請求を一部棄却した部分を不服として，一部控訴に及んだ。  

 本判決は，以下のとおり判示して，原判決の一部を変更し，合計３２９万６８００円を

認容した。  



まず，原判決は，Ｘが，映像を保管していた制作会社において，放送番組を制作するこ

とを知っていたことなどから，過失相殺（１割）を認めたことについて，「Ｘにおいて，

放送番組を制作する企画が検討中であることを知らされたことをもって，補助参加人又はオ

スカ企画が本件映像を利用した放送番組を制作することを予想し得ることが可能であった

ということはできても，当該番組を更にＹ向けのＤＶＤ作品として具体的に商品化すること

まで予想することは困難であったものというほかない。  

したがって，本件ＤＶテープに対して何らの対応も取らなかったことをもって，ＸにＹ等

の主張する過失があるとまで認めることは困難であって，過失相殺に関するＹ等の主張は，

その前提を欠き，これを採用することができない。」と判断して，過失相殺を否定した。  

そして，販売価格１枚３１５円のＤＶＤについて，著作権法１１４条３項による損害を算

定するに当たり，ＤＶＤ１枚当たりの価格を４０００円とし，著作権料相当額をその５パー

セント（原判決８パーセント）とした上で，「Ｙにおける本件ＤＶＤの販売枚数は６５８１

枚であり，原判決は，かかる枚数についてＸの損害を算定しているが，本件映像の複製権侵

害は，納品された９９８４枚において生じているものであって，Ｘが受けるべき著作権料相

当額は，９９８４枚について算定すべきである。したがって，本件映像の著作権の行使につ

きXが受けるべき金銭の額に相当する額は，１９９万６８００円であると認められる。」と

判断した（ほかに，慰謝料１００万円，弁護士費用３０万円。認容額合計３２９万６８００

円）。  


